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報告第２号  

 

野田市公共下水道事業財政状況について 

１ 令和５年度決算（消費税及び地方消費税込み） 

（１）収益的収入及び支出 

    収 入                               （単位：円） 

区 分 予 算 額 決 算 額 
予算額に比べ 

決算額の増減 

下水道事業収益 3,621,718,000 3,550,472,619 △71,245,381 

 営業収益 1,811,448,000 1,724,919,999 △86,528,001 

 （うち下水道使用料） （1,577,035,000） （1,490,503,999） （△86,531,001） 

 （うち他会計負担金） （234,121,000） （234,121,000） （0） 

 営業外収益 1,810,270,000 1,802,453,065 △7,816,935 

 （うち他会計補助金） （493,611,000） （493,395,000） （△216,000） 

 （うち長期前受金戻入） （1,306,308,000） （1,308,236,767） （1,928,767） 

 特別利益 0 23,099,555 23,099,555 

 

  支 出                               （単位：円） 

区 分 予 算 額 決 算 額 不 用 額 

下水道事業費用 3,545,567,000 3,495,032,542 50,534,458 

 営業費用 3,344,568,240 3,317,668,407 26,899,833 

 （うち管渠費） （170,794,343） （160,221,953） （10,572,390） 

 （うちポンプ場費） （54,851,900） （45,687,918） （9,163,982） 

 （うち流域下水道維持管理費） （747,008,000） （743,836,103） （3,171,897） 

 （うち減価償却費） （2,221,642,000） （2,223,703,454） （△2,061,454） 

 営業外費用 179,854,872 177,364,135 2,490,737 

（うち企業債利息） （174,730,000） （172,489,263） （2,240,737） 

特別損失 0 0 0 

 予備費 21,143,888 0 21,143,888 
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 （２）資本的収入及び支出 

  収 入                               （単位：円） 

区 分 予 算 額 決 算 額 
予算額に比べ 

決算額の増減 

資本的収入 1,228,958,950 973,679,572 △255,279,378 

 企業債 716,400,000 513,100,000 △203,300,000 

 他会計出資金 51,768,000 51,768,000 0 

 他会計補助金 500,000 876,000 376,000 

 国庫補助金 414,832,950 352,518,950 △62,314,000 

 負担金 45,458,000 55,416,622 9,958,622 

 

  支 出                               （単位：円） 

区 分 予 算 額 決 算 額 
翌年度 

繰越額 
不 用 額 

資本的支出 2,298,714,900 1,983,273,545 170,105,100 145,336,255 

 建設改良費 1,191,533,900 900,302,235 170,105,100 121,126,565 

 固定資産購入費 82,660,000 61,452,000 0 21,208,000 

企業債償還金 1,021,521,000 1,021,519,310 0 1,690 

 予備費 3,000,000 0 0 3,000,000 

 

  ※資本的収入額 973,679,572円が資本的支出額 1,983,273,545円に 

不足する額 1,009,593,973円に対する補填額内訳 

・過年度分損益勘定留保資金      163,406,334 円 

・当年度分損益勘定留保資金      678,729,852 円 

・減債積立金        120,304,632 円 

・当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 47,153,155 円 

 

令和５年度 建設改良費により執行した主な工事 

・汚水幹線管渠築造工事（七光台幹線管渠築造工事（９工区））（令和４年

度からの繰越分）                 16,500,000 円 

・汚水枝線管渠布設工事８件   306,106,900 円 

（注）繰越分（枝線管渠布設工事（５－１工区））は除いている。 

・阿部沼第１号調整池築造工事   213,152,500 円 

・阿部沼第３号調整池排水ポンプ設置工事（令和４年度からの繰越分） 

       46,165,900 円 
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２ 各年度の推移  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

有収水量（㎥） 9,419,543 9,573,678 9,527,812 9,565,454 

 うち大口使用者（㎥） 1,051,681 1,186,563 1,149,911 1,184,254 

 うち一般使用者（㎥） 8,367,862 8,387,115 8,377,901 8,381,200 

下水道使用料（千円）※１ 1,313,586 1,356,265 1,346,085 1,355,030 

 うち大口使用者（千円） 300,541 346,390 334,248 341,702 

 うち一般使用者（千円） 1,013,045 1,009,875 1,011,837 1,013,328 

汚水処理費（千円） 1,412,930 1,436,052 1,429,171 1,434,818 

うち維持管理費（千円） 892,689 927,953 933,301 940,335 

うち資本費（千円）※２ 520,241 508,099 495,870 494,483 

経費回収率（％）  ※３ 92.97 94.44 94.19 94.44 

下水道使用料単価（円／㎥） 

 ※４ 
139.45 141.67 141.28 141.66 

一般会計繰入金（千円） 1,157,110 896,361 799,731 780,160 

  金額は、消費税及び地方消費税抜きとなっています。 

 ※１：検針による汚水排除量により算出された調定額となっております。 

 ※２：「うち資本費」とは、減価償却費と企業債利息の合計額となっております。 

※３：経費回収率（％）＝下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く） 

 ※４：下水道使用料単価（円／㎥）＝下水道使用料÷有収水量（汚水量） 

 （1）有収水量及び下水道使用料収入 

有収水量（汚水量）についてですが、大口使用者（1 日の汚水量が 15 ㎥

以上の使用者（主に工場等の事業者））においては、対前年度比において約

3.0％の増（34,343 ㎥増）となっています。これは、事業者の生産調整と併せ

て、新型コロナウィルス感染症の収束化に伴い外出頻度が高まり、娯楽施設

等の利用者が増になったことも影響されているものと考えられます。一方、

一般使用者（各家庭）においては、下水道管渠の枝線整備による新規接続件

数が発生したため接続件数は増えておりますが、近年の節水機器の普及の影

響からか、汚水量が対前年度比において約 0.04％増（3,299 ㎥増）となって

おります。 

下水道使用料収入についてですが、大口使用者においては、汚水量の微増

に伴い下水道使用料収入は約 2.2％増（7,454 千円増）となっております。

また、一般使用者においては、新規接続件数増による接続件数増に伴い、基

本使用料分の収入が増となったことにより下水道使用料収入は約 0.1％増

（1,491千円増）となっております。今後の下水道使用料収入ですが、令和

６年度の調定汚水量見込みが約 968 万㎥、調定額見込みが約 13 億 7,300 万

円（税抜き）であり、下水道使用料単価の見込額は 142円程度と予測してい
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ます。 

（2）維持管理費及び資本費 

汚水処理に係る経費では下水道施設の拡充及び既設管等の老朽化に伴う

管渠調査や補修等で年々増加傾向となる状況でありますが、極力出費を抑え

る努力をしています。 

今後の維持管理費については、引き続き既設管やポンプ施設等の老朽化に

伴う管渠及び施設の調査やその結果に基づく修繕または更新の費用で増加

傾向となりますが、ストックマネジメント計画に基づく国庫補助金や企業債

等の特定財源を活用し、市の負担を抑えた計画的な更新等、今後の維持管理

の最適化を図りながら進めます。 

資本費では、令和５年度下水道普及率が 84.1％（※５）となっております

が、まだ市街化区域全域の整備も終了していない等、さらに整備を進める必

要があることから、今後も国庫補助金や企業債等の財源を確保しながら事業

を推進していく予定です。 

このことから、企業債の償還は今後も継続されますが、事業に充てる企業

債については借入額を毎年度の元金償還額以内に抑え、企業債残高を増大さ

せないようにし、後年度の償還額の負担増大を抑えるよう努めます。 

 

 ※５：下水道普及率の 84.1%は下水道全体計画区域の計画人口を基にしたものであり、

行政区域内人口を基にすると 72.3%になります。 

 

 （3）経費回収率 

   経費回収率は、下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度下水道使用料

で賄えているかを表した指標であります。 

今後も接続促進による下水道使用料の増収及び汚水処理費の軽減を図り、

経費回収率の改善に努めます。 

 

（4）一般会計繰入金 

一般会計繰入金については、雨水に係わる経費と各年度の汚水処理に対し

て下水道使用料収入で賄えない部分についての繰入金としました。 

今後も一層、一般会計への負担軽減が図られるよう努めてまいります。な

お、上記の一般会計繰入金額は雨水に係わる経費等も含まれて計上されてお

り、決算書等の一般会計負担金・一般会計補助金・一般会計出資金の合計額

と同額です。 

 

３ 今後の下水道事業会計について 

令和３年３月に「野田市下水道事業経営戦略」が策定され、それに基づき

適正な財政状況を維持しながら事業進捗管理を行い、公共用水域の水質保全

を図っているところですが、来年度に江戸川左岸流域下水道の維持管理費負

担金の増等の費用上昇の要素もあることから、令和８年４月１日までに下水

道事業会計の経営戦略を改定する時に併せて今後の下水道使用料を改定す

ることについて検討しています。 


